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第12　非行防止・犯罪被害防止活動 
１　少年警察ボランティア活動
　○　少年補導員（800人） 
　　　地域における少年の非行防止と健全育成を図るため、地元警察署長の推薦に基づいて

警察本部長が民間有志者や大学生等を少年補導員として委嘱している。
　○　少年指導委員（79人）
　　　少年を有害な風俗環境から守ることを目的として、風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律に基づき、民間有志者等を岐阜県公安委員会が少年指導委員として委
嘱している。　

２　規範意識啓発活動
　○　中学・高校生によるＭＳ（マナーズ・スピリット）リーダーズ活動への支援
　　　警察では、少年の規範意識を高めるため、中学・高校生が自主的にボランティア活動

等を行うＭＳリーダーズ（規範意識啓発活動推進委員）の活動を提唱しており、その活
動を支援している。

　　　高校生による活動は平成14年度から県内全域の高校で、中学生による活動は平成28年
度から県内全域の中学校で活動を開始した。

　　　令和７年度は、高校が実施校数111校（6,934人のＭＳリーダーズ）、中学校が実施校
数145校（6,706人のＭＳＪリーダーズ）で、総勢13,640人が活動に参加し、学校ごとに
それぞれの特色を活かした活動を企画立案し、駅・公園等の環境美化、交通事故防止啓
発などに取り組んだ。　

　
３　非行防止・健全育成活動
　○　少年非行防止タウンミーティングの開催
　　　次代の担い手である小・中学生が、携帯電話やインターネットの利用方法、いじめ問

題、闇バイト問題など、少年が関わる身近な問題をテーマに取り上げ、お互いに意見交
換を行うことで自らの行動を戒め、非行防止・犯罪被害防止につなげようと、タウンミ
ーティング形式による非行防止講話を開催している。

　　　令和７年は６回のタウンミーティングを開催し、小学生（10人）、中学生（233人）、
少年警察ボランティア等（63人）が参加し、総勢306人が意見交換等を行った。

　○　薬物乱用防止広報車の活用
　　　非行防止講話、街頭キャンペーン、広報啓発活動等に薬物乱用防止広報車「わかば」

を活用し、少年の薬物乱用の実態を正しく伝え、規範意識の啓発と薬物根絶気運の高揚
を図っている。

　○　非行防止講話・薬物乱用防止教室等の開催
　　　警察では学校等関係機関と連携し、小学校、中学校、高校等において「非行防止講

話」や「薬物乱用防止教室」を継続的に開催し、少年の規範意識の啓発を図っている。

令和７年中の非行防止講話・薬物乱用防止教室の開催状況
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弁護士と連携した「闇バイト」防止講話

　○　児童・生徒が使用するスマートフォン等に係るフィルタリング普及促進100％に向けた取組
　　　令和７年中は、携帯電話等販売店に対し、契約時における使用者確認(青少年使用の有

無）とフィルタリングの説明と推奨について58回要請したほか、児童・生徒やその保護
者等に対し、情報モラル教室等においてフィルタリングの導入、利用を促している。

　○　少年の居場所づくり活動を通じた立ち直り支援活動
　　　令和７年中は、126人の少年を含む延べ321人が活動に参加し、少年警察ボランティア

等と連携しながら、スポーツ交流等の活動を計８回行った。
　○　少年のいじめ・自殺予防に向けた取組
　　　いじめや自殺等の未然防止やその兆候を早期に発見するために、夏休み明けにＪＲ岐

阜駅構内に臨時の少年サポートセンター相談室を開設し、相談を受理するとともに相談
窓口の周知を図った。

　○　少年を「闇バイト」に加担させないための取組
　　　全国的に、ＳＮＳにおいて「闇バイト」などの文言で強

盗や特殊詐欺などの実行犯を募り、アルバイト感覚で応募
した少年が犯罪に加担して検挙される事案が社会問題とな
っていることから、県内公立高校と特別支援学校の高等部、
計89校の全校で、警察官又は少年育成支援官による「闇バ
イト」防止講話を実施し、延べ37,756人の生徒が受講した。

　　　また、令和７年中には、 
　　　　○岐阜市内の中学生に対して、少年育成支援官と弁護士が連携し、「闇バイト」の

危険性等についての講話の実施       
　　　　○県内の競技場等の大型モニターで啓発動画の上映  
　　　　○ｅラーニングで、中学・高校生が気軽に参加し、「闇バイト」の危険性やＳＮＳの

トラブルについて学ぶことができる、「モ
ラナビ・ラーニング」を作成し、中学生・
高校生に対して、主体的な学びを促す

　　　　○県内の中学校、高等学校に在学中または県
内在住の生徒から、『「闇バイト」を社会
からなくすための標語』を募集し、岐阜
県警察本部長賞、岐阜県教育長賞、優秀
賞を受賞した標語（中学生の部４点、高
校生の部４点）を活用した広報啓発ポス
ターを作成し、ＳＮＳ等による情報発信

　　等を行った。　

４　少年の福祉を害する犯罪への対策
　○　「心と身体の安全教室」の推進
　　　学校関係者と連携し、幅広い年齢の児童・生徒を対象に、少年育成支援官による非行

防止教室「心と身体の安全教室」を実施しており、「命は大切」「どの子も大切な存
在」とのメッセージを伝えることで、自分も相手も大切にする心を育成し、非行や犯罪
被害防止に繋げている。

　○　情報モラル教育の推進
　　　青少年によるインターネットを利用した非行やＳＮＳに起因する犯罪被害防止のため、

児童・生徒やその保護者等に対する情報モラル教育を実施している。
　○　サイバーパトロールの推進
　　　インターネット空間に氾濫する違法・有害情報の発見、注意喚起等を行うサイバーパ

トロールを実施している。
　　　援助交際や家出少年の宿泊先の提供・募集等の不適切な書き込みに対して、注意喚

起・警告メッセージを送信し、被害の未然防止に努めている。


